
（別紙）　構成態様一覧表

原告の主張 認否 被告の主張 裁判所の認定 原告の主張 認否 被告の主張 裁判所の認定

A 全体が、蓋本体及び容器本体から成っている。 〇 全体が、蓋本体及び容器本体から成っている。 全体が、蓋本体及び容器本体から成っている。 a 全体が、蓋本体及び容器本体から成っている。 〇 全体が、蓋本体及び容器本体から成っている。 全体が、蓋本体及び容器本体から成っている。

B
容器本体は、上面に開口を有する縦長の角丸正方

形筒状である。
〇

容器本体は、上面に開口を有する縦長の角丸正

方形筒状である。

容器本体は、上面に開口を有する縦長の角丸正方

形筒状である。
b

容器本体は、上面に開口を有する縦長の角丸正

方形筒状である。
〇

容器本体は、上面に開口を有する縦長の角丸正

方形筒状である。

容器本体は、上面に開口を有する縦長の角丸正方形

筒状である。

C

蓋本体は、容器本体の上面の開口に合わせた角丸

正方形状であって、容器本体に取り付けた状態で

外観に表れる上側部分が薄く形成されたものであ

る。

×

蓋本体は、容器本体の上面の開口に合わせた角

丸正方形状であって、容器本体に取り付けた状

態ではプレートのように見えるものである。

蓋本体は、容器本体の上面の開口に合わせた角丸

正方形状であって、容器本体に取り付けた状態で

は薄いプレート板状のものである。

c

蓋本体は、容器本体の上面の開口に合わせた角

丸正方形状であって、容器本体に取り付けた状

態で外観に表れる上側部分が薄く形成されたも

のである。

×
蓋本体は、容器本体の上面の開口に合わせた角

丸正方形状である。

蓋本体は、容器本体の上面の開口に合わせた角丸正

方形状である。

D
容器本体の壁取付面には、マグネットが貼り付け

られている。
〇

容器本体の壁取付面には、マグネットが貼り付

けられている。

容器本体の壁取付面には、マグネットが貼り付け

られている。
d

容器本体の壁取付面には、マグネットが貼り付

けられている。
〇

容器本体の壁取付面には、マグネットが貼り付

けられている。

容器本体の壁取付面には、マグネットが貼り付けら

れている。

E
容器本体は、横、奥行き、高さの長さ比を、約１

対１対２．４としたものである。
○

容器本体は、横、奥行き、高さの長さ比を、約

１対１対２．４としたものである。

容器本体は、横、奥行き、高さの長さ比を、約１

対１対２．４としたものである。
e

容器本体は、横、奥行き、高さの長さ比を、約

１対１対２．４としたものである。
○

容器本体は、横、奥行き、高さの長さ比を、約

１対１対２．４としたものである。

容器本体は、横、奥行き、高さの長さ比を、約１対

１対２．４としたものである。

F
蓋本体の上面は、略フラット形状に形成したもの

である。
○

蓋本体の上面は、略フラット形状に形成したも

のである。

蓋本体の上面は、略フラット形状に形成したもの

である。
f

蓋本体の上面は、中央に近づくに従って上方に

向かって若干傾斜したものである。
○

蓋本体の上面は、中央に近づくに従って上方に

向かって若干傾斜したものである。

蓋本体の上面は、中央に近づくに従って上方に向

かって若干傾斜したものである。

G
蓋本体の下面には、蓋本体の外形よりも一回り小

さい突部を形成している。
○

蓋本体の下面には、蓋本体の外形よりも一回り

小さい突部を形成している。

蓋本体の下面には、蓋本体の外形よりも一回り小

さい突部を形成している。
g

蓋本体の下面は、蓋本体の外形よりも一回り小

さい突部を形成している。
○

蓋本体の下面は、蓋本体の外形よりも一回り小

さい突部を形成している。

蓋本体の下面は、蓋本体の外形よりも一回り小さい

突部を形成している。

H
蓋本体の一側面（壁取付面）の中央に、外方向に

延出する小さな延出部を形成している。
○

蓋本体の一側面（壁取付面）の中央に、外方向

に突出する小さな延出部を形成している。

蓋本体の一側面（壁取付面）の中央に、外方向に

突出する小さな延出部を形成している。
h

蓋本体の全ての側面を外方向に延出しないよう

に形成している。
○

蓋本体の全ての側面を外方向に延出しないよう

に形成している。

蓋本体の全ての側面を外方向に延出しないように形

成している。

I

（Ｉ－１）

　マグネットは、容器本体の壁取付面の略全体に

亘って広く設けられた縦長長方形シート状であ

る。

（Ｉ－２）

　マグネットは、容器本体の壁取付面の縦方向で

約９２％、横方向では約６７％の大きさの縦長長

方形シート状であり、横、縦の長さの比は、約１

対２．９である。

×

マグネットは、容器本体の壁取付面の略全体に

亘って広く設けられた縦長長方形シート状であ

り、横、縦の長さ比は、約１対２．９となって

いる。

マグネットは、容器本体の壁取付面の縦方向で約

９２％、横方向では約６７％の大きさの縦長長方

形シート状であり、横、縦の長さ比は、約１対

２．９となっている。

i

(iー１）

マグネットは、容器本体の壁取付面の大部分を

占める縦長長方形シート状である。

(iー２)

マグネットは、容器本体の壁取付面の縦方向で

約８３％（１４７ｍｍ／１７５．９ｍｍ）、横

方向で約６０％（４４ｍｍ／７３ｍｍ）の大き

さの縦長長方形シート状であり、横、縦の長さ

比は、約１対３．３となっている。

×

マグネットは、容器本体の壁取付面の縦方向で

約８３％（１４７ｍｍ／１７５．９ｍｍ）、横

方向で約６０％（４４ｍｍ／７３ｍｍ）の大き

さの縦長長方形シート状であり、横、縦の長さ

比は、約１対３．３となっている。

マグネットは、容器本体の壁取付面の縦方向で約８

３％（１４７ｍｍ／１７５．９ｍｍ）、横方向で約

６０％（４４ｍｍ／７３ｍｍ）の大きさの縦長長方

形シート状であり、横、縦の長さ比は、約１対３．

３となっている。

(J) 　（なし） ×
マグネットは、容器本体から突出しており、突

出部の形状は縦長長方形である。

マグネットは、容器本体から突出しており、突出

部の形状は縦長長方形である。
j

マグネットの上下に、横長長方形シート状の防

滑シート（滑り止め）が設けられている。
×

マグネットの上下に、縦約９ｍｍ、横約５８ｍ

ｍの横長長方形シート状の防滑シートが設けら

れ、マグネットと防滑シートからなる突出部

は、ローマ字のＩの文字を太くしたような形状

となっている。

①マグネットの上下に接して、それぞれ、縦約９ｍ

ｍ、横約５８ｍｍの横長長方形シート状の防滑シー

トが設けられ、

②マグネットと防滑シートは、容器本体から突出し

ており、

③マグネットと防滑シートから成る突出部は、ロー

マ字大文字「Ｉ」字状の形状となっている。

被告意匠本件意匠

基本的構成態様

具体的構成態様

基本的構成態様

具体的構成態様
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